
第三次千曲市総合計画　素案　諮問以降の修正箇所新旧対照表 2021/10/13時点

第１部会　第１章

場所 修正前 修正後

基本目標
第１章　1-1
39ページ
①現状と課題

 風水害では、 平成30（2018）年6月の西日本豪雨や令和2
 （2020）年7月の熊本豪雨の発生をはじめ、近年、台風及び
集中豪雨による水害や土砂災害など、想定外の大規模な
自然災害が全国各地で発生しています。

 風水害では、西日本を中心に平成30（2018）年６月から７
月にかけて発生した平成30年７月豪雨や、熊本県を中心に
九州や中部地方などで令和２（2020）年７月に発生した令和
２年７月豪雨の発生をはじめ、近年、台風及び集中豪雨に
よる水害や土砂災害など、想定外の大規模な自然災害が
全国各地で発生しています。

基本目標
第１章　1-1
39ページ
①現状と課題

  令和元年東日本台風災害では、市民5,173人が避難所に
避難し、市内の住家1,677世帯が被災するとともに、市内の
農業、産業にこれまでにない甚大な被害をもたらしました。

 令和元（2019）年10月に発生した令和元年東日本台風で
は、市民5,173人が避難所に避難し、市内の住家1,677世帯
が被災するとともに、市内の農業、産業にこれまでにない
甚大な被害をもたらしました。

基本目標
第１章　1-1
39ページ
①現状と課題

 地震では、糸魚川―静岡構造線断層帯（北部区間）を震
源とするＭ7.7程度の地震が発生すると、震度６強程度の揺
れとなり、大きな被害となることが想定されています。

 地震では、糸魚川―静岡構造線断層帯（北部区間）を震
源とするＭ7.7程度の地震が発生すると、千曲市では震度６
強程度の揺れとなり、大きな被害となることが想定されてい
ます。

基本目標

第１章　1-1
39ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市民

 総合防災訓練や地区の防災訓練等へ積極的に参加し防
災意識を高める。

 総合防災訓練や地区の防災訓練等へ積極的に参加し防
災意識、減災への関心を高める。

基本目標

第１章　1-1
39ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市民

 防災知識やリスク情報など非常時の行動確認を 研鑽し、
危機意識の醸成を図る。

 防災知識やリスク情報など非常時の行動確認をし、危機
意識の醸成を図る。

基本目標

第１章　1-1
40ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市（行政）

  堤防の脆弱箇所や低水路護岸などの整備を国県へ要
 望する。

（削除）



場所 修正前 修正後

基本目標
第１章　1-1
41ページ
1-1-1　（3）

（追加）  住宅等への雨水貯留施設の設置を推進します

基本目標
第１章　1-1
41ページ
1-1-1　（4）

 信濃川水系緊急治水対策プロジェクトを推進し、１級河川
の整備を国県など関係機関に働きかけるとともに、市が管
理する河川や下排水路の整備を進めます。

 信濃川水系緊急治水対策プロジェクトにおける遊水地整
備や河道掘削等の治水対策を推進し、１級河川の整備を
国県など関係機関に働きかけるとともに、市が管理する河
川や下排水路の整備を進めます。

基本目標
第１章　1-1
41ページ
1-1-2

 各種の被災者支援制度により被災者の生活再建が図れ
るよう、罹災証明書の迅速な受付及び発行業務に努めま
す。

 各種の被災者支援制度により被災者の生活再建が図れ
るよう、罹災証明書の迅速な受付及び発行業務に努めま
す。併せて、被災者の生活再建が迅速に行えるよう相談窓
口を設置し、必要な支援を講じるとともに、国や県などに必
要な支援を求めます。

基本目標
第１章　1-2
44ページ
1-2-1

（追加）
　車歩行者の安全確保を図るため、街路樹の剪定伐採
等の維持管理は地元区自治会と協働により進めます。

基本目標

第１章　1-4
52ページ
⑤成果指標
『全人口に占める居住誘
導区域内人口の割合』の
目標値

44.9% 42.5%



第三次千曲市総合計画　素案　諮問以降の修正箇所新旧対照表 2021/10/13時点

第２部会　第２章

場所 修正前 修正後

基本目標
第２章　2-1
53ページ
①現状と課題

社会環境の変化に伴い家庭環境も大きく変わる中、子ど
もの孤食や欠食という生活面での課題を解決する支援が
必要になっています。

社会環境の変化に伴い家庭環境も大きく変わる中、子ど
もの孤食や欠食という生活面、経済面での課題を解決する
支援が必要になっています。

基本目標

第２章　2-1
55ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市（行政）

市民と協働で取り組む子育て支援事業を推進する。
行政が調整役となり、市民と協働で取り組む子育て支援
事業を推進する。

基本目標
第２章　2-1
55ページ
2-1-1

市民と協働で取り組む子育て支援事業を推進します
市民地域と協働で取り組む子育て支援事業を推進しま
す

基本目標
第２章　2-1
56ページ
2-1-1

育児や家事などをテーマとした父親向け講座を実施し、
父親の育児参加の増進を図ります。

　育児や家事などをテーマとした子育て家庭向け講座等
を実施し、父親の家事や育児参加を促し、母親の負担軽減
を図ります。

基本目標
第２章　2-1
56ページ
2-1-1

安心して子どもを産み育てることが出来るよう、妊娠前か
ら妊娠出産新生児期乳幼児期学童期思春期の各ラ
イフステージに応じた切れ目のない支援を行います。

安心して子どもを産み育てることが出来るよう、結婚妊
娠出産新生児期乳幼児期学童期思春期の各ライフ
ステージに応じた切れ目のない支援を行います。

基本目標
第２章　2-1
56ページ
2-1-1

保育幼児教育から小学校教育へ円滑な移行ができるよ
う、幼保小学校間の連携体制充実に向け、調査研究を
進めます。

保育幼児教育から小学校中学校教育へ円滑な移行が
できるよう、幼保小学校間の連携体制充実に向け、調査
研究を進めます。

基本目標
第２章　2-1
58ページ
⑤成果指標

（追加）
　高学年児童の受け入れ施設数
基準値　R2年度末時点：9施設中2施設
目標値　R8年度末時点：9施設中9施設



場所 修正前 修正後

基本目標
第２章　2-2
61ページ
2-2-1（1）

保育園から中学校まで切れ目のない教育について調査
研究を進めます。

幼稚園保育園から中学校まで切れ目のない教育につい
て調査研究を進めます。

基本目標
第２章　2-2
61ページ
2-2-1（2）

児童生徒の不登校やいじめなどの問題行動等に幅広く
対処するため、教育相談体制の充実を図ります。

いじめについては早期発見早期解決に努めるとともに、
学校内の相談体制の充実を図ります。

不登校については未然防止と初期対応を充実させなが
ら、ＳＣやＳＳＷ等の支援、関係機関との連携を図りながら
対応をしていきます。またオンライン学習の促進、多様な学
びの場の提供を模索します。

基本目標
第２章　2-2
63ページ
⑤成果指標

（修正追加） 別紙のとおり

基本目標
第２章　2-4
68ページ
2-4-1（3）

（３）高齢者障がい者のスポーツ振興 （３）子ども高齢者障がい者のスポーツ振興

基本目標
第２章　2-4
68ページ
2-4-1（3）

（追加）
　子どもたちのスポーツに対する関心を高め、スポーツの
楽しさや喜びを体験することにより、積極的にスポーツに親
しむ習慣を養います。

基本目標
第２章　2-4
69ページ
⑤成果指標

（追加）
成人の運動実施率
基準値　　43.8％（平成30年度）
目標値　　65％（令和10年度）



第三次千曲市総合計画　素案　諮問以降の修正箇所新旧対照表 2021/10/13時点

第３部会　第３章

場所 修正前 修正後

基本目標
第３章　3-1
70ページ
3-1

　行政、社会福祉団体、福祉・介護等の事業者、ＮＰＯ・ボ
ランティア、学校などとの連携による地域福祉のネットワー
クづくりに取り組むとともに、 市民の福祉に対する理解を深
 め、互いに支え合う心の通った地域共生社会の実現を目
指します。

　行政、社会福祉団体、福祉・介護等の事業者、ＮＰＯ・ボ
ランティア、学校などとの連携による地域福祉のネットワー
クづくりに取り組むとともに、誰もが福祉の担い手であり、
受け手であるという理解を深め、互いに支え合う心の通っ
た地域共生社会の実現を目指します。

基本目標
第３章　3-1
70ページ
①現状と課題

・  これからの地域社会においては、誰もが福祉の担い手で
 あり、受け手でもあります。市民が互いに支え合う気持ちを
持つことで、誰もが人として尊重され、持てる資質を生かし
ながら人の助けとなり、また、他の助けを受けて可能な限り
自立した生活が送れることが重要です。

・　市民が互いに支え合う気持ちを持つことで、誰もが人と
して尊重され、持てる資質を生かしながら人の助けとなり、
また、他の助けを受けて可能な限り自立した生活が送れる
ことが重要です。

基本目標
第３章　3-2
73ページ
前文

　 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活でき
 る期間（健康寿命）を延ばすために、市民の健康づくりや予
防・健康管理を支援し、健康な心や体を市民自らが育てる
意識を高めます。
　また、市民一人ひとりの主体的な健康づくり活動を支援し
ていくために、 医療機関や健康づくり推進協議会の構成団
 体などと連携を図ります。

　日常生活動作が自立している期間（健康寿命）を伸ばす
ために、市民の健康づくりや予防・健康管理を支援し、健康
な心や体を市民自らが育てる意識を高めます。
　また、市民一人ひとりの主体的な健康づくり活動を支援し
ていくために、医療機関や関係機関、関係団体などと連携
を図ります。

基本目標
第３章　3-2
73ページ
①現状と課題

・ 生活習慣病の中でも、動脈硬化による脳卒中、心筋梗塞
などの心血管疾患、及び腎疾患の発症や重症化予防のた
めに 生活習慣改善等の健康づくりが必要です。

・ 生活習慣病の中でも、動脈硬化による脳卒中、心筋梗塞
などの心血管疾患、及び腎疾患の発症や重症化予防のた
めに生活習慣改善（運動・食生活・休養等）の健康づくりが
必要です。



場所 修正前 修正後

基本目標
第３章　3-2
73ページ
②５年後の目指す姿

・ 市民一人ひとりの健康に対する意識が高まり、健康診査
 やがん検診により疾病の早期発見が図られ、生活習慣病
の重症化や65歳以下の死亡者（早世）が抑制 され、健康上
 の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間（健
 康寿命）が延びています。

・　市民一人ひとりの健康に対する意識が高まり、健康診
査・がん検診により疾病の早期発見が図られ、生活習慣病
の重症化や65歳以下の死亡者（早世）が抑制されます。ま
た、高齢者の特性にあわせた保健事業、介護予防事業の
一体的実施等により、健康寿命が延びています。

基本目標

第３章　3-2
74ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市（行政）

・ 感染症予防のための正しい情報提供、啓発を行うととも
に 予防接種を実施する。

・感染症予防のための正しい情報提供、啓発を行うととも
に、予防接種法に規定される定期予防接種を推進する。

基本目標
第３章　3-2
74ページ
3-2-3

（３つ目の下に追加）
・　多様な主体と連携した市民の健康づくりに資する講座を
開催します。

基本目標
第３章　3-3
76ページ
①現状と課題

・  新型コロナウイルス感染症等に対する病床の確保等の
 医療体制の整備や感染症拡大防止対策等を推進する必要
 があります。

・ 感染症の流行等、社会情勢の変化やニーズに対応でき
るような診療体制の整備を検討する必要があります。

基本目標

第３章　3-3
76ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市（行政）

（３つ目の下に追加） ・　医療体制におけるDXの検討、推進に努めます。



場所 修正前 修正後

基本目標
第３章　3-4
78ページ
前文

 　高齢者の豊かな知識や経験が生かせる就労及び生きが
 いづくり対策に取り組みます。
 　また、介護予防の推進など自立支援対策を進めるととも
 に、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で暮ら
 し続けられるように、地域の支え合い体制づくりを進めま
 す。

　高齢者の豊かな知識や経験を生かし、生きがいをもって
社会参加につながるための取組みを進めます。
　また、可能な限り住み慣れた地域で、尊厳をもって自立し
た生活を送るために、介護予防の推進や地域の支え合い
体制づくり、介護サービスの基盤整備の取組みを進めま
す。

基本目標
第３章　3-4
80ページ
3-4-2

・ 介護予防に関する知識の普及や啓発を図り、 要介護状
 態などにならないための予防や重症化予防に重点をおい
た活動を展開し、介護予防ボランティアの活動を支援しま
す。

・介護予防に関する知識の普及や啓発を図り、心身の状態
に応じた健康の保持･増進や重症化予防に重点をおいた
活動を展開し、介護予防ボランティアの活動を支援します。

基本目標

第３章　3-6
86ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市民

・  生活保護制度の理解を深め、自立援助に協力する。
・　地域に居住する生活困窮者に対して相談窓口等を紹介
する。

基本目標

第３章　3-6
86ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市（行政）

（追加）
・　相談内容や件数等の検証・分析を行い、適正かつ迅速
な対応につなげる



第三次千曲市総合計画　素案　諮問以降の修正箇所新旧対照表 2021/10/13時点

第３部会　第７章

場所 修正前 修正後

基本目標
第７章　7-1
129ページ
7-1-1

  DVハラスメント等に対する相談体制の充実と、防止する
ための啓発を進めます。また、困難を抱えた人への支援体
制の整備を図ります。

DVハラスメント等の防止や、LGBTの理解を促進するた
めの啓発を進めます。また、さまざまな困難を抱えた人へ
の支援体制の整備を図ります。

基本目標
第７章　7-4
139ページ
⑤成果指標

（追加）



第三次千曲市総合計画　素案　諮問以降の修正箇所新旧対照表 2021/10/13時点

第４部会　第４章

場所 修正前 修正後

基本目標
第４章　4-1
88ページ
4-1

(「エシカル消費」について注釈文追加）

　エシカル消費（倫理的消費）とは、地域の活性化や雇用な
どを含む、人・社会・環境に配慮した消費行動のことで、消
費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解消を考慮
したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費
活動を行うこと。

基本目標
第４章　4-1
88ページ
4-1

　また、 市民によるエシカル消費（倫理的な消費）を推奨し
ます。

　また、事業者と市民が連携したエシカル消費（倫理的な消
費）を推奨し、循環型経済を推進します。

基本目標
第４章　4-1
88ページ
4-1

　千曲市の魅力や強みを発信し、地域とともに発展する企
業の進出を促すとともに、交通基盤の整備や用地確保の
支援などにより、企業の業務拡大を推進します。

　千曲市の魅力や強みを発信し、地域とともに発展する企
業の進出を促すとともに、交通基盤の整備や事業用地確
保の支援などにより、企業の業務拡大を推進します。

基本目標
第４章　4-1
88ページ
①現状と課題

・東日本大震災から10年が経過し、令和元年東日本台風
災害など大きな被害をもたらす自然災害の頻繁な発生に
加えて、世界中が対応に苦慮してきた新型コロナウイルス
感染症はいまだに収束が見通せず、企業経営に 大きな影
響を与えています。

・東日本大震災から10年が経過し、令和元年東日本台風
災害など大きな被害をもたらす自然災害の頻繁な発生に
加えて、世界中が対応に苦慮してきた新型コロナウイルス
感染症はいまだに収束が見通せず、企業経営に大小の影
響を与えています。

基本目標
第４章　4-1
89ページ
①現状と課題

・ ｓの浸透を背景に、地消地産、環境問題、エネル
ギー問題などを配慮した、エシカル消費（倫理的な消費）が
注目されています。

・大量生産や大量消費、そして大量破棄がされることで、自
然環境などに大きな負担を与えてきましたが、ｓの浸
透を背景に、地消地産、環境問題、エネルギー問題などを
配慮した、エシカル消費（倫理的な消費）が注目されていま
す。

基本目標
第４章　4-1
89ページ
①現状と課題

・大学生など若い世代はｓ の意識が高く、商品の選択
のみならず就職先としてもｓに取り組む企業を注目して
います。

・大学生など若い世代はｓへの関心が高まっており、商
品の選択のみならず就職先としてもｓに取り組む企業
を注目しています。

基本目標
第４章　4-1
89ページ
②５年後の目指す姿

・ｓやエシカル消費など循環型社会を意識した消費者
が増加し、持続可能な地域社会が形成されます。

・ｓやエシカル消費など循環型社会を意識した事業者
や消費者が増加し、持続可能な地域社会が形成されます。



基本目標
第４章　4-1
89ページ
②５年後の目指す姿

(追加）

・新型コロナウイルス感染拡大により広がったテレワークな
どの多様で柔軟な働き方が浸透し、自分らしい生活スタイ
ルの実現や仕事の効率化、ワークライフバランスの改善が
図られ、また、企業価値の向上、個人や企業としての地域
貢献に繋がります。

基本目標

第４章　4-1
89ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市民

・ｓを学び、 大量生産や大量消費、フェアトレードなどに
ついての理解を深め、持続可能な消費行動に努める。

・ｓを学び、フェアトレードや地産地消、食品ロスの削減
などについての理解を深め、持続可能な消費行動に努め
る。

基本目標

第４章　4-1
89ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎事業者

・市場や社会の動向 を鑑み、自社の特徴を適応させるなど
により事業を展開する。

・市場や社会の動向に自社の特徴を柔軟に適応させるなど
により、事業を展開する。

基本目標
第４章　4-1
90ページ
4-1-1（1）

(1)緊急事態への支援 (1)緊急事態対策・対応への支援

基本目標
第４章　4-1
91ページ
4-1-1（4）

・起業・創業を考えている方や、開業後間もない方に対 し、
「ちくま創業サポートデスク」が相談に応じ支援します。

・起業・創業を考えている方や、開業後間もない方、移住者
や新しい発想により事業を創出したい方に対して、「ちくま
創業サポートデスク」が相談に応じ支援します。

基本目標
第４章　4-1
91ページ
4-1-1（4）

・マーケティング、資金調達、集客手法など実践的な知識を
学ぶことができるスクール形式の講座などを案内 し、起業・
 創業を後押しします。

・マーケティング、資金調達、集客手法など実践的な知識を
学ぶことができるスクール形式の講座などを案内するととも
に、創業に興味がある方やチャレンジしたい方を支援しま
す。

基本目標
第４章　4-1
91ページ
4-1-1（5）

・ 外国人技能実習生の受入に関し、関係機関と連携し支援
します。

・外国人材の受入に関し、関係機関と連携し支援します。

基本目標
第４章　4-2
94ページ
②５年後の目指す姿

・環境保全型農業への関心が高まり、有機農業 に取り組む
農家が増えつつあります。

・環境保全型農業への関心が高まり、有機農業が評価され
取り組む農家が増えつつあります。

基本目標
第４章　4-2
95ページ
4-2-1

・ 学校、地域社会等との連携により、給食への地場産農産
 物の利用拡大に努めます。

・小中学校給食への市内産農産物の利用拡大を図るた
め、学校給食センター、農協並びに青果商組合等と連携
し、供給可能な作物の選定と生産者の育成に努めます。



基本目標
第４章　4-2
95ページ
4-2-1

・  直売所の支援充実に努めるなど、千曲市で消費されるも
 のを千曲市で生産する「地産地消」の促進を図ります。

・千曲市内で消費されるものを千曲市で生産する「地（千）
産・地（千）消」を図るため、市内直売所運営の支援と、出
荷生産者の増加に努め、消費と生産の拡大を図ります。

基本目標
第４章　4-2
95ページ
4-2-1

・  新規就農者の確保ならびに定年帰農者の増加に向けた
 支援に努めます。

・千曲市の特産である果樹・花きの魅力を発信し、長野県
及び農協等と連携し新規就農者の確保に努めます。また、
比較的小さな規模で営農をする定年帰農者、定年後就農
希望者、副業的農業希望者に対し農業機械購入等を支援
し、農地の荒廃化を防止し市内農産物の生産量向上に努
めます。

基本目標
第４章　4-2
95ページ
4-2-1

・ 荒廃農地解消に向けワイン用ぶどうのさらなる栽培面積
の増加 や付加価値創出のため、ワイナリーの建設 支援を
 進めます。

・荒廃農地解消に向け、ワイン用ぶどうのさらなる栽培面積
の増加を推進し、付加価値創出のため、市内ワイナリーの
建設を支援し千曲市産ワインの普及に努めます。また、市
内小売店で千曲市産ワインが購入できるよう、生産者と販
売店との連携を図ります。

基本目標
第４章　4-2
95ページ
4-2-1

（追加）

・農家の生産意欲の向上と、高収益作物への転換を図るた
め、ぶどうの新品種への切り替えや生食用あんず、トルコ
ギキョウ等の花き類の生産へ、農協と連携し誘導を図りま
す。

基本目標
第４章　4-2
96ページ
⑤成果指標

新規就農者の認定件数 新規就農者の年間認定件数

基本目標

第４章　4-2
96ページ
⑤成果指標
「新規就農者の認定件数」
目標値

１件 （令和８年度） 毎年１件

基本目標

第４章　4-2
96ページ
⑤成果指標
「私有林の現況調査」目標
値

 ５００ha（令和８年度末時点） 毎年１００ha



基本目標

第４章　4-2
96ページ
⑤成果指標
「私有林森林経営計画に
基づく間伐等の面積」目標
値

８．０ha （令和８年度） 毎年８．０ha

基本目標
第４章　4-3
97ページ
①現状と課題

・ 国内旅行の需要は、人口減少や少子高齢化に伴う人口
構成の変化、旅行形態の変容および新型コロナウイルス
感染症の影響により 落ち込んでいます。今後、観光需要を
回復するために、アフターコロナを見据え た新たな展開を
図る必要があります。

・国内旅行の需要は、人口減少や少子高齢化に伴う人口
構成の変化、旅行形態の変容および新型コロナウイルス
感染症の影響により落ち込みました。今後も、観光需要を
回復するために、ウィズコロナ・アフターコロナを見据え、新
たな展開を図る必要があります。

基本目標

第４章　4-3
98ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎事業者、団体、ボラン
ティア

・観光ガイドボランティアが 自立し、観光客の満足度が向上
するようなガイドを行う。

・観光ガイドボランティアが、観光客の満足度が向上するよ
うなガイドを行う。

基本目標

第４章　4-3
99ページ
⑤成果指標
「宿泊者数」基準値

 ３０万人（令和２年度） １７万人（令和２年度）

基本目標
第４章　4-4
101ページ
4-4-1

（追加）
・市外に転出した若者と地元とのかかわりの機会の創出及
び、関係人口増加やUターン促進の取組に必要な情報を収
集します。



第三次千曲市総合計画　素案　諮問以降の修正箇所新旧対照表 2021/10/18時点

第５部会　第６章

場所 修正前 修正後

基本目標
第６章　6-1
115ページ
6-1

　県では全国に先駆け「長野県ゼロカーボン戦略」を策定
し、市では「気候非常事態宣言」を行い、市民一丸となって
温暖化対策に取り組むことを表明しています。

　県では全国に先駆け令和3（2021）年6月「長野県ゼロカー
ボン戦略」を策定し、市では令和2（2020）年2月「気候非常
事態宣言」を行い、市民一丸となって温暖化対策に取り組
むことを表明しています。

基本目標
第６章　6-1
116ページ
②５年後の目指す姿

 日常生活における環境問題を解決して、市民地域行政
が連帯し取り組んでいる。

 日常生活における環境問題を解決して、市民地域事業
者行政が連携して取り組んでいる。

基本目標

第６章　6-1
116ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市民

  3Rによる焼却ごみの減量、エコドライブ、徒歩自転車や
公共交通機関利用のエコ通勤、クールビズやウォームビズ
など、さまざまな省エネルギーの取組に努める。

 ３Rを実践することによる焼却ごみの減量、エコドライブ、
徒歩自転車や公共交通機関利用のエコ通勤、クールビズ
やウォームビズなど、さまざまな省エネルギーの取組に努
める。

基本目標

第６章　6-1
116ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市民

 買い物にはマイバッグを持参し、レジ袋の削減に努める。
 買い物にはマイバッグを持参し、レジ袋の削減に努めると
ともに、食べ残しを出さない工夫をする。

基本目標

第６章　6-1
116ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市民

（追加）
 必要なものを必要なだけ買うなど、グリーンコンシュー
マー（環境に配慮した行動をする消費者）になるよう努め
る。

基本目標

第６章　6-1
117ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市（行政）

（追加）
 市役所内の関係部署や外部の関係機関との環境保全に
係わる情報の共有化を図る。



基本目標

第６章　6-1
117ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市（行政）

（追加）
 各主体が環境保全活動に積極的に参加する仕組みと風
土づくりを推進する。

基本目標
第６章　6-1
118ページ
⑤成果指標

指標名
　市全体の温室効果ガス排出量
実績値把握方法出典等
　環境省公表値
備考
 　※目標値：「第二次千曲市地球温暖化対策推進計画」の
 目標（令和7（2025）年度に平成17（2005）年度比で20％削
 減）

指標名
　市全体の温室効果ガス排出量（推計）
実績値把握方法出典等
　環境省公表値（算定結果は2年遅れで公表）
備考
　※「第二次千曲市地球温暖化対策推進計画」の温室効果
ガス削減目標（令和7（2025）年度に平成17（2005）年度比で
20％削減）を指標とする。総合計画の計画期間中、国及び
県の計画を踏まえ見直しを進める。

基本目標
第６章　6-2
119ページ
①現状と課題

 自然環境と共存した持続可能な未来を形成していくため
グリーンインフラ（※）の取組を進める必要があります。

 自然環境と共存した持続可能な未来を形成していくため
グリーンインフラEcoDRRの取組を進める必要がありま
す。

（巻末に作成予定の用語集に掲載）
※EcoDRR：生態系を活用した防災減災（Ecosystem-
based Disaster Risk Reduction）。生態系を活用した防災
減災は、生態系と生態系サービスを維持することで、危険
な自然現象に対する緩衝帯緩衝材として用いるとともに、
食糧や水の供給などの機能により、人間や地域社会の自
然災害への対応を支える考え方であると同時に、自然の攪
乱を許容し、本来の自然の変動性を回復させ、「生物多様
性国家戦略2012-2020」が掲げる「100年計画」の実現につ
なげる取組のこと。



基本目標

第６章　6-3
122ページ
③各主体に期待される主
な役割

 市民団体による緑化活動を行うなど、緑化意識を高め
る。
◎市（行政）

 市民団体による緑化活動を行うなど、緑化意識を高め
る。
◎事業者
事業所用地などの低未利用地について自主的緑化を推
進する。
◎市（行政）

基本目標

第６章　6-4
125ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市民
◎事業者

 ごみの分別やリサイクル、減量化に努める。

「もったいないの心」を大切にし、ごみの分別やリサイクル、
減量化に努める。

※10/18の審議会での意見も反映

基本目標

第６章　6-4
125ページ
③各主体に期待される主
な役割
◎市（行政）

 ごみの分別やリサイクル、減量化に向けた取組を推進す
る。

「もったいないの心」を大切にし、ごみの分別やリサイクル、
減量化に向けた取組を推進する。

※10/18の審議会での意見も反映

基本目標
第６章　6-4
126ページ
6-4-5　（2）

 不法投棄 されない環境づくり（看板柵監視カメラ等の設
置）を進めます。

 不法投棄をしないよう啓発を強化し、環境づくり（看板
柵監視カメラ等の設置）を進めます。


